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「アルバイトの労働条件を確かめよう！」 

キャンペーンを実施 

～学生アルバイトなどのトラブル防止のために～ 

 

 佐賀労働局（局長 城 寿克）では、大学生などの若者を対象として、特に多くの

新入学生がアルバイトを始める４月から７月までの間、自らの労働条件の確認を促す

ことなどを目的としたキャンペーンを実施します。 

 本キャンペーンは平成 27 年度から実施しており、本年で 11 回目となります。 

学生等のアルバイトをめぐるトラブルが社会的に大きな問題となっています。 

本来、学生の本分である学業と生活補助のためのアルバイトとの適切な両立が求め

られるところ、アルバイトを雇う事業主が 

・採用時に合意した以上のシフトを入れる 

・一方的に急なシフト変更を命じる 

・試験の準備期間や試験期間にシフトを入れる 

・「人手が足りない」といった理由で学生を休ませない 

・退職を申し出た学生に対し、「ノルマ」や「罰金」を理由に辞めさせない 

など、学生に配慮しない対応を行うことにより、学生が学業に専念できず留年や退学

に追い込まれるような事態が生ずることがあります。 

 これらのトラブルの中には、企業及び学生が必要な知識を持っていれば、簡単に避

けられるものも少なくありません。 

 キャンペーン期間中、アルバイトを始める前に知っておいてほしいポイントをまと

めたリーフレットの配布や、大学等での出張相談、企業等への法令等周知などを実施

します。 

 

 

【キャンペーンの概要】 

１ 実施期間 

   令和７年４月１日から７月 31 日まで 

 

佐賀労働局発表 

令和７年３月 31日（月） 

【照会先】 

佐賀労働局雇用環境・均等室 

室長       渡辺 園子 

労働紛争調整官  土井 宜昭 

（電話 0952－32－7218） 

「アルバイトの労働条件を確かめよう！」 

キャラクター 「たしかめたん」 



 
 

       
 
 
２ 重点的に呼びかける事項 

 (1)労働条件の明示 

 (2)シフト制労働者の適切な雇用管理 

 (3)労働時間の適正な把握 

 (4)商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止 

 (5)労働契約の不履行に対してあらかじめ罰金額を定めることや 

労働基準法に違反する減給制裁の禁止 

  

３ 主な取組内容 

 (1)佐賀労働局による大学等への出張相談の実施 

 (2)大学等でのリーフレットの配布等による周知・啓発 

 (3)佐賀労働局雇用環境・均等室及び（佐賀、唐津、武雄、伊万里）労働基準監督署 

に設置されている総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置し、学生 

からの相談に重点的に対応 

 

４ 相談・回答事例 

事例１ 労働条件を詳しく説明してもらえません。 

 労働条件を記載した書面の提出を求めましょう。お互いに確認しないまま働きだす

と後々のトラブルに繋がりやすくなります。 

事例２ 雇用時間外や深夜に働いたのに割増賃金を支払ってもらえません。 

  オーナーの指示で働いた時間の給料は、支払ってもらえます。 

事例３ 頻繁に勤務シフトを変更されてしまいます。 

  まずはお互いにシフトの作成ルールを決めましょう（詳しくは別添２参照。）。

決められたシフト以外の勤務は断ることができます。 

事例４ レジの不足金を負担させられます。 

労働者だけが負担することはありません。会社に「NO」と言えないときや不足

金を給料から控除されてしまった場合は、労働局や 労働基準監督署にご相談くだ

さい。 

  事例５ 退職を認めてもらえません。 

   退職日を明示した「退職届」を提出しましょう。 

 

 これら以外の相談も、まずは若者相談コーナーを是非ご活用ください。 

 

 

別添 1 学生のみなさんへ「おかしい」と思ったら まず相談！アルバイトをする前に

知っておきたい 7つのポイント 

別添 2 「シフト制」で働くにあたって知っておきたい留意事項 

別添 3 事業主のみなさんへ「アルバイトの労働条件を確かめよう！」キャンペーン

中です 

 














